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１．はじめに 

2003年 09月 15日の審決（T998/99）において、EPO審判部は、Article 87(1) EPCが複数の EP特許出願

に対して同一の優先権を主張することを容認していない旨の判断を示しました。優先権主張の真の目的は複数の

優先権主張出願を許容することにあるのではないと共に、特定の発明の主題および特定の国／地域に対して、一

度優先権を主張すると当該優先権は消尽したと解すべき旨の判断が EPO審判部によって示されました。 

具体的には、審決 T0998/99 において問題となった EP 特許出願の出願人は、連続する２日間に２件の EP 出

願をファイルし、この際、両 EP特許出願は、共に、同一のフランス特許出願を優先権の主張の基礎としたもの

でした。 EPO審判部は、Article 87(1) EPCに基づき、同一の発明について、同一国において同一出願を優先

権主張の基礎とした複数の EP特許出願をファイルすることはできない旨の判断を示しました。その結果、後に

ファイルされた EP特許出願は、基礎出願（フランス特許出願）の優先権の利益を享受することはできなくなり

ました。 

その後、優先権の消尽に関し、2004 年 6 月 17 日に 1 件目の審決（T15/1）が下され、2005 年 11 月 9 日

に 2 件目の審決（T5/05）が下されました。これら 2 件の審決は、先の審決（T998/99）とは反対の立場を取

るものでした。上記 2 件目の審決（T5/05）において、先の審決（T998/99）における Article 87(1) EPC の

解釈は EPC 及びパリ条約の双方に準拠するものではないと共に、複数の EP 特許出願において同一特許出願を

優先権主張の基礎とすることが可能である旨、EPO審判部によって示されました。 
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